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告 示

高知県告示第320号

医療機関について、次のとおり生活保護法（昭和25年法律第

144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項においてその例による

ものとされた生活保護法第49条の指定をした。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田　省司

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　指定年月日

よどや薬局南国　南国市大埇甲1874－ 1　　　　　令 3・ 3・ 1

大埇店

高知県告示第321号

次の者を令和 3年 5月 1日付けで高知県私立学校審議会委員に

任命した。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田　省司

 　氏名　　　　　　　　　　　　 役職名

光富　　祥　太平洋学園高等学校長

高知県告示第322号

昭和40年 6 月高知県告示第312号（海岸保全区域の指定）の一

部を次のように改正する。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田　省司

3を次のように改める。

3　土佐湾沿岸吉川漁港海岸吉川地区海岸の海岸保全区域

( 1 )　海岸の名称

土佐湾沿岸吉川漁港海岸吉川地区海岸

( 2 )　指定の場所

香南市吉川町吉原

( 3 )　指定の区域

ア　点の位置

(ア)　基準点

北緯33度32分12秒0413・東経133度41分45秒4179の漁

港原点（基準鋲
びょう

）を基準点とする。

(イ)　基点

基点 4　基準点から方位角172度49分6.862メートルの点

基点 5　基点 4から方位角261度30分448.145メートルの

点

基点 6　基点 7から方位角76度30分23.571メートルの点

基点 7 　基点 4 から方位角169度00分30.654メートルの

点

(ウ)　補助点

補助点 5′　基点 5から方位角170度00分154.985メート

ルの点

補助点 6′　基点 6から方位角170度07分124.679メート

ルの点

イ　区域

基点 4、基点 5、補助点 5′、補助点 6′、基点 6、基

点 7及び基点 4の各点を順次に直線で結んだ線により囲ま

れた区域

高知県告示第323号

平成22年 3 月高知県告示第157号（海岸保全区域の指定）の一

部を次のように改正する。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田　省司

3を次のように改める。

3　吉川海岸

( 1 )　基準点

ア　香南市吉川町吉川字外松ヶ瀬990番地 9 地先に設けた点

（基準鋲
びょう

）を基準点 1とする。

イ　基準点 1から方位角264度01分55秒142.305メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点 2とする。

ウ　基準点 2 から方位角243度45分57秒6.662メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点 3とする。

エ　基準点 3から方位角264度51分09秒259.590メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点 4とする。

オ　基準点 4から方位角264度50分27秒224.925メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点 5とする。

カ　基準点 5 から方位角172度56分51秒4.414メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点 6とする。

キ　基準点 6 から方位角261度07分33秒66.795メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点 7とする。

ク　基準点 7から方位角266度58分10秒243.107メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点 8とする。

ケ　基準点 8 から方位角265度14分59秒55.389メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点 9とする。

コ　基準点 9 から方位角262度19分57秒46.828メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点10とする。

サ　基準点10から方位角260度19分16秒61.883メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点11とする。

シ　基準点11から方位角170度06分57秒5.581メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点12とする。

ス　基準点12から方位角260度08分26秒157.324メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点13とする。

セ　基準点13から方位角261度52分33秒63.304メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点14とする。

ソ　基準点14から方位角263度35分59秒133.824メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点15とする。

タ　基準点15から方位角264度34分35秒58.815メートルの点

（基準鋲
びょう

）を基準点16とする。

( 2 )　補助点

ア　基準点 1から基準点16までの間及びその延長線上の海上

に基Ａ 1から基Ａ11までを設定する。

イ　基準点 1から基準点16までの間及びその延長線上の陸側

に基Ｂ 1から基Ｂ20までを設定する。

ウ　各補助点の位置は、次に掲げるとおりとする。

基Ａ 1　基準点 1から方位角180度02分27秒304.275メー

トルの点

基Ａ 2　基準点 1から方位角200度51分32秒338.693メー

トルの点

基Ａ 3　基準点 4から方位角211度17分10秒378.378メー

トルの点

基Ａ 4　基準点 4から方位角217度47分05秒421.677メー

トルの点

基Ａ 5　基準点10から方位角155度51分56秒315.453メー

トルの点
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基Ａ 6　基準点10から方位角181度35分47秒311.557メー

トルの点

基Ａ 7　基準点16から方位角140度22分14秒359.760メー

トルの点

基Ａ 8　基準点16から方位角174度34分36秒299.965メー

トルの点

基Ａ 9　基準点16から方位角214度01分04秒405.152メー

トルの点

基Ａ10　基準点16から方位角229度15分14秒574.229メー

トルの点

基Ａ11　基準点16から方位角233度41分38秒678.175メー

トルの点

基Ｂ 1　基準点 1から方位角358度24分38秒7.824メート

ルの点　　

基Ｂ 2　基準点 1から方位角269度28分19秒137.487メー

トルの点

基Ｂ 3　基準点 4から方位角72度26分00秒67.379メート

ルの点

基Ｂ 4　基準点 4から方位角270度39分02秒144.363メー

トルの点

基Ｂ 5　基準点 4から方位角268度33分09秒226.296メー

トルの点

基Ｂ 6　基準点 4から方位角265度50分53秒299.540メー

トルの点　

基Ｂ 7 　基準点10から方位角81度58分34秒215.893メー

トルの点

基Ｂ 8 　基準点10から方位角77度48分19秒116.865メー

トルの点

基Ｂ 9　基準点10から方位角64度50分41秒43.611メート

ルの点

基Ｂ10　基準点10から方位角271度32分26秒63.126メー

トルの点

基Ｂ11　基準点10から方位角263度19分25秒102.649メー

トルの点

基Ｂ12　基準点16から方位角80度49分40秒192.701メー

トルの点

基Ｂ13　基準点16から方位角78度02分58秒99.597メート

ルの点

基Ｂ14　基準点16から方位角59度53分38秒24.603メート

ルの点

基Ｂ15　基準点16から方位角354度01分59秒8.898メート

ルの点

基Ｂ16　基準点16から方位角277度35分10秒36.632メー

トルの点

基Ｂ17　基準点16から方位角266度09分06秒137.210メー

トルの点

基Ｂ18　基準点16から方位角263度36分49秒280.499メー

トルの点

基Ｂ19　基準点16から方位角261度49分23秒507.801メー

トルの点

基Ｂ20　基準点16から方位角260度56分59秒607.417メー

トルの点

( 3 )　区域

基Ａ 1から基Ａ11まで、基Ｂ20から基Ｂ 1まで及び基Ａ 1

の各点を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定によ

り、高知市介良乙丙土地改良区から次のとおり退任し、及び就任

した役員の届出があった。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田  省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　竹内　 雄　高知市介良丙110番地

　〃　　　田中　孝親　〃　　〃　　613番地

　〃　　　川添　裕之　〃　　介良乙2160番地

　〃　　　國澤　正勝　〃　　〃　　1643番地

　〃　　　十河　賢二　〃　　〃　　2525番地

〃　　　竹内　直志　〃　　〃　　1324番地 2

　〃　　　竹内　義昭　〃　　〃　　2922番地

　〃　　　濵田　喜正　〃　　介良丙543番地

　〃　　　藤本　充廣　〃　　介良乙2669番地 6

　〃　　　山添真次郎　〃　　大津乙479番地

　監事　　桑原　　猛　〃　　介良乙1696番地

〃　　　藤本　青史　〃　　〃　　2688番地 5

（就任）

理事　　中島　正根　高知市介良丙29番地

　〃　　　田中　孝親　〃　　〃　　613番地

　〃　　　川添　裕之　〃　　介良乙2160番地

　〃　　　國澤　正勝　〃　　〃　　1643番地

　〃　　　十河　賢二　〃　　〃　　2525番地

〃　　　竹内　直志　〃　　〃　　1324番地 2

　〃　　　竹内　義昭　〃　　〃　　2922番地

　〃　　　濵田　喜正　〃　　介良丙543番地

　〃　　　藤本　充廣　〃　　介良乙2669番地 6

　〃　　　山添真次郎　〃　　大津乙479番地

　監事　　葛岡　博樹　〃　　介良乙2500番地

〃　　　藤本　典弘　〃　　〃　　2038番地 6

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定によ

り、高知市行川土地改良区から次のとおり退任し、及び就任した

役員の届出があった。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田  省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　村田　和明　高知市行川434番地

〃　　　細木　義博　〃　　〃　467番地

〃　　　中屋　邦雄　〃　　〃　1244番地 2

〃　　　細美　利明　〃　　〃　121番地 2

〃　　　吉本　恒雄　〃　　〃　1162番地

〃　　　佐々木英男　〃　　針原621番地 2

監事　　和田　雅秀　〃　　行川263番地

〃　　　東村　泰明　〃　　〃　1101番地

（就任）

理事　　村田　和明　高知市行川434番地

〃　　　細木　義博　〃　　〃　467番地

〃　　　中屋　邦雄　〃　　〃　1244番地 2

〃　　　細美　利明　〃　　〃　121番地 2

〃　　　吉本　恒雄　〃　　〃　1162番地

〃　　　佐々木英男　〃　　針原621番地 2

監事　　和田　雅秀　〃　　行川263番地

〃　　　東村　泰明　〃　　〃　1101番地

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定によ

り、永田土地改良区から次のとおり退任し、及び就任した役員の

届出があった。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田  省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　吉田  邦明  南国市立田703番地の 6

〃    　北村　孝俊　〃    〃　682番地

〃　　　北村　良雄　〃    〃  1039番地

〃　    北村　　博　〃    〃  960番地

〃　    北村　　剛  〃    〃  915番地

〃　    北村　憲一　〃    〃　227番地

〃　　　竹島　　洋　〃　　〃　242番地の 1

監事　　吉田　彰夫　〃　　浜改田699番地の 5

〃　　　北村　茂久　〃　　立田228番地

（就任）
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理事　　吉田  邦明  南国市立田703番地の 6

〃    　北村　孝俊　〃    〃　682番地

〃　　　北村　良雄　〃    〃  1039番地

〃　    北村　　博　〃    〃  960番地

〃　    北村　　剛  〃    〃  915番地

〃　    吉田　德幸　〃　　〃　681番地の 1

〃　　　吉田　彰夫　〃　　浜改田699番地の 5

監事　　北村　茂久　〃　　立田228番地

〃　　　前田　精彦　〃　　〃　2107番地の 1

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、新居土地改良区の定款の変更を令和 3 年 4 月27日に認可し

た。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6月以内に、高知県を被告として（訴訟にお

いて高知県を代表する者は、高知県知事となる。）、当該認可の

取消しの訴えを提起することができる。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田　省司

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、物部堰井筋土地改良区の定款の変更を令和 3年 4月27日に認

可した。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6月以内に、高知県を被告として（訴訟にお

いて高知県を代表する者は、高知県知事となる。）、当該認可の

取消しの訴えを提起することができる。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田　省司

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、大野土地改良区の定款の変更を令和 3 年 5 月 6 日に認可し

た。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6月以内に、高知県を被告として（訴訟にお

いて高知県を代表する者は、高知県知事となる。）、当該認可の

取消しの訴えを提起することができる。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田　省司

監 査 公 表

監査公表第 5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 9 項の規定によ

り、高知県知事等宛て報告を行ったところ、高知県知事等から措

置結果について通知があったので、同条第14項の規定により、次

のとおり公表する。

令和 3年 5月18日

高知県監査委員

3高行管第18号

令和 3年 4月15日

高知県監査委員　様

高知県知事

定期監査の結果に対する措置結果について（通知）

令和 3年 2月26日付け 2高監報第13号で報告のありましたうえ

のことについて、強く改善を求める事項のあった機関からの措置

状況の報告をもとに、地方自治法第199条第14項の規定により下

記のとおり通知します。

記

第 1　強く改善を求める事項の該当機関

1　産業振興推進部産学官民連携センター

( 1 )　強く改善を求める事項

令和 2年度の高知県ビジネスチャレンジ支援補助金につ

いて、支出負担行為を行わずに交付決定を行っていた。

（支出事務）

( 2 )　原因又は理由

当該補助金の交付決定については、担当者が文書情報シ

ステムによる回議書の決裁があれば足りると認識し、交付

決定の際に支出負担行為を行っていなかったため、支出負

担行為決議書の作成が遅延していたものです。

原因は、担当者の基本的な知識不足及び組織としての

チェック機能が不十分であったことによるものです。

( 3 )　措置状況

今後同様の誤りが発生しないよう、担当者は、通常の会

計研修への出席に加え、年度当初に当センターにおいて会

計専門員による初任者向け会計実務指導を受けるととも

に、会計事務ハンドブック等を活用した補助金事務に関す

る知識の習熟を図ります。

あわせて、決裁書類に収入・支出事務のチェックシート

を添付し、担当者から所属長までの確認を徹底して行うこ

とにより、組織としてのチェック機能の強化に努めます。

2　商工労働部海洋深層水研究所

( 1 )　強く改善を求める事項

令和元年度の実験棟低温庫冷凍機の修繕において、請書

を徴していなかった。　　　　　　　　　　（契約事務）

( 2 )　原因又は理由

当該修繕（715,000円）は、同時期に故障した研究棟実

験室エアコン室外機の交換（94,000円）と同一のタイミン

グで発注を行いました。その際、30万円未満の実験室エア

コン室外機の交換については請書が不要であったことか

ら、当該修繕に関しても同様であると錯誤し、請書を徴し

忘れたものです。

( 3 )　措置状況

再発防止のため、まずは所長が契約事務の重要性を再認

識し、より一層の注意を払い、所属長としての事務を行っ

てまいります。

その上で、30万円超の物品購入契約の際には、担当者が

決裁文書に会計事務処理フローを必ず添付することとし、

チーフ（出納員）及び所長によるダブルチェックを徹底す

ることとしました。

また、所属全体に会計事務の重要性について再度周知す

るとともに、出納員は会計事務に不慣れである事を十分認

識し、規則の確認と会計専門員への相談を適宜行うことを

徹底することとしました。

3　農業振興部

( 1 )　須崎農業振興センター

ア　強く改善を求める事項

令和元年度の興津地区農村災害対策整備元地池附帯工

事の契約書において、 1ページ（第 1条～第 4条）落丁

していた。　　　　　　　　　　　　　　（契約事務）

イ　原因又は理由

工事請負契約書については、支出負担行為（契約締

結）決裁時に落札者作成の契約案を十分にチェックすべ

きところ、標準契約書と同じ条項に関して、担当者を始

め決裁権者までの確認が不十分であったこと、また、公

印審査についても、公印取扱者までの照合が不十分で

あったことにより生じたものです。

ウ　措置状況

決裁段階における確認漏れが主な原因と考えられます

ので、契約書案に契約担当者、担当チーフ、総務企画課

長の 3者がページ毎
ご と

にチェックマークによって確認済み

であることを表示のうえ、契約関係書類提出確認表に添

付書類と併せて 3者がチェック表示を行い、最終チェッ

クを決裁権者が行うこと、また公印審査時については、

公印取扱者の照合を徹底することで契約書の不備を防止

することとしました。

( 2 )　農業技術センター果樹試験場

ア　強く改善を求める事項

令和元年度に締結した複写サービス契約の契約書に仕

様書を添付していなかった。　　　　　　（契約事務）

イ　原因又は理由

契約書案には仕様書を添付して決裁を受けましたが、
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契約書の製本と契約の相手方に送付する業務は担当 1人

で行い、複数人による確認ができていなかったことによ

るものです。

また、公印審査においても、仕様書の添付抜かりに気

付かず、チェック機能が働いていませんでした。

ウ　措置状況

令和 2年 4月20日付けで、「仕様書追加」の変更契約

を締結しました。

今後は、起案、決裁及び公印審査時に、担当職員及び

決裁者が会計管理局のチェックシートを活用し、添付書

類の漏れ等の不備がないことの確認を行います。

また、契約書の発送前には、添付書類の漏れ等の不備

がないことを上司が確認します。

( 3 )　農業大学校

ア　強く改善を求める事項

令和 2年度の高知県立農業大学校車輌運転業務の委託

契約書に仕様書を添付していなかった。　（契約事務）

イ　原因又は理由

当該契約において、施行伺には仕様書を添付していま

したが、契約伺では仕様書の添付が抜かり、契約書にも

仕様書を添付していませんでした。施行伺と契約伺をそ

れぞれ別の担当者が作成し、その際の連携や確認が十分

ではなく、また、決裁の中でのチェックが不足していた

ことによるものです。

あわせて、公印審査においても、仕様書の添付抜かり

に気付かず、チェック機能が働いていませんでした。

ウ　措置状況

令和 2年 9月 3日付けで、契約書本体に仕様書を添付

する修正を、契約の相手方の合意を得たうえで行いまし

た。

今後は、起案、決裁及び公印審査時に、担当職員及び

決裁者が収入・支出事務のチェックシートを活用し、添

付書類の漏れ等の不備がないことの確認を行います。

また、契約書の発送前には、添付書類の漏れ等の不備

がないことを上司が確認します。

4　土木部

( 1 )　中央東土木事務所

ア　強く改善を求める事項

(ア)　令和 2年度の公園使用料及び河川敷占用料の占用

許可等が複数年にまたがるものについて、事務処理の

遅れにより 4月 1日に収入調定を行っていないものが

あった。　　　　　　　　　　　　　　（収入事務）

(イ)　令和元年度の漁港施設使用料の過誤納金につい

て、年度中に戻出すべきところ、令和 2年度の歳出と

して返還を行っていた。　　　　　　　（支出事務）

イ　原因又は理由

(ア)　前年度中に更新許可事務が未了のものがあること

や占有者から提出された継続許可申請書を課内書棚に

保管している河川占用台帳ファイルに綴
と

じていなかっ

たことなど、前任者からの引継ぎが十分でなかったこ

とによるものです。

(イ)　プレジャーボート管理システムで納入通知書を作

成する際に収入調定書の金額と異なった金額を入力

し、その誤りに気付かないまま債務者に送付した結

果、60円の過誤納金が発生しました。また、収入調定

を行う際に節内訳コードを誤って入力しており、過誤

納金が生じた理由の把握が遅れたうえ、節内訳コード

の入力誤りにより歳出更正ができなかったことから、

当年度内に戻出処理を行うことができなかったもので

す。

ウ　措置状況

(ア)　申請書類の受付から事務完了までの進捗状況を整

理する管理簿を作成し、課内で処理状況を共有・確認

を行うこととしました。

管理簿は、送付された申請書類を担当チーフへ集約

後、申請受付日等を担当チーフが記入のうえ、担当チ

ーフが週 1回、担当課長が月 1回確認することとしま

した。

(イ)　納入通知書と収入調定書の金額を複数人で突合の

うえ送付することとしました。

( 2 )　高知土木事務所

ア　強く改善を求める事項

(ア)　令和元年度の財産収入（鉄くず等売払い）及び諸

収入（水道料の負担金）において、事務処理の遅れに

より収入調定が遅延していた。　　　　（収入事務）

(イ)　平成31年度道路施設維持管理用原材料購入単価契

約において、予定価格調書を作成していなかった。

（契約事務）

イ　原因又は理由

(ア)　財産収入（鉄くず等の売払い）については、令和

元年11月に放置自転車の処分を行った際に発生した収

入で、令和 2年 1月に処分業者から支払い明細書の提

出を受けていましたが、担当者が当該明細書を手元に

保管したままとなり、その後の処理を失念していたこ

とから、令和 2年 3月の調定となったものです。

また、諸収入（水道料の負担金）については、種崎

海水浴場に設置された仮設シャワーで使用された水道

の料金で、令和元年 9月に許可の相手方から使用量の

報告資料の提出を受けていたものの、担当者がその後

の処理を失念し、令和 2年 2月の調定となったもので

す。

(イ)　道路施設維持管理用原材料購入の単価契約に関し

ては、予定価格調書の作成が必要となる基準の誤認に

より、本来、購入を予定する原材料の総額で判断すべ

きところを、個々の原材料ごとで要否を判断していた

ため、結果として予定価格調書を作成していなかった

ものです。

ウ　措置状況

適正な会計事務に向けて、基礎的な能力や判断力をか

ん養するため、会計専門員による所内会計事務研修（全

職員対象）の実施や会計専門員と次長を中心とした個別

対応及び相談、毎月の課長会での会計事務関係の文書や

通知等の情報共有などの取組を継続しています。

また、指摘を受けた事項については、所内で背景や発

生原因、改善策等をしっかり共有し、適正な会計事務に

対する意識の向上、醸成を図るとともに、リスクマネジ

メントの取組として本年度から運用が始まった内部統制

制度の「リスク評価シート」を活用し、年度途中に発生

したリスクやその対応状況を振り返ることで、各々のチ

ーム、職員それぞれが主体的に不適切な事務の未然防止

や事務処理の適時の見直しをすることにも努めていま

す。

なお、個別案件については、次のような措置を行って

います。

収入調定については、受領した書類の複数人による確

認やチェックリストの活用など、情報共有の体制を強化

し、チーフ等による適時の進捗把握と担当への指導・助

言に努め、事務処理の遅延防止、とりわけ収入調定の遅

延防止の徹底を図っています。

予定価格調書については、これまで複数種類の原材料

を一括した通年契約で調達を行っていましたが、今回の

指摘を契機として原材料の種類ごとに必要に応じて調達

するよう契約方法を変更し、今後、予定価格調書の作成

漏れが生じないよう事務処理方法の見直しを行いまし

た。

( 3 )　須崎土木事務所

ア　強く改善を求める事項

令和 2年 3月に使用したガソリンチケット 1枚の請求

が漏れていたことが令和 2年 6月に判明したため、令和

2年度の予算で支払っていた。　　　　　（支出事務）

イ　原因又は理由

支払時には、複数人でガソリンチケットをチェックす

るとともに、歳出科目ごとに仕分けをする際に一覧表を

作成して全体を把握するようにしていましたが、 3月末

から 4月上旬の繁忙期を迎え、一連番号の確認が抜かっ
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ていたことによるものです。

ウ　措置状況

令和 2年10月の所内会計事務研修会で今回の事案を職

員間で共有したうえで、再度、複数人によるチェックの

徹底を確認しました。

また、歳出科目ごとに仕分けをする際に作成する一覧

表には、当該月のガソリンチケット発行枚数と発行番号

を記載するようにし、「漏れがないか」を歳出科目ごと

の仕訳後にも再確認するようにしました。

( 4 )　幡多土木事務所

ア　強く改善を求める事項

令和元年度の鵜ノ江急傾斜地崩壊対策工事において、

高知県建設工事検査要領に基づく中間検査を行っていな

かった。　　　　　　　　　　　　　　　（契約事務）

イ　原因又は理由

高知県建設工事検査要領においては、「中間検査対象

範囲については当初請負対象金額3,000万円以上の工事

を原則とする」となっており、当初請負対象金額が

33,055,000円であった今回の工事は対象となるものでし

たが、当初の請負金額（契約金額）が29,172,000円で

あったため、中間検査が必要ではないものと誤認してい

たものです。

ウ　措置状況

監査での指摘について、所内事務所も含めて事例を全

職員に周知しました。今後も引き続き、中間検査の有無

について、課長、チーフ、担当による複数人による

チェックを実施したうえで、受注者に対し、施工計画打

ち合わせ時に、検査対象工事であることを確実にお伝え

するよう、所内会等で再度徹底することで再発防止に努

めます。

2高企病第787号

令和 3年 3月29日

高知県監査委員　様

高知県公営企業局長

定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和 3年 2月26日付け 2高監報第13号で報告のありました、監

査結果に対する措置状況を、下記のとおり通知します。

記

機関名：あき総合病院

1　指摘事項

令和元年度の旅費を支給すべき出張において、支給されて

いない事例があった。

2　措置状況

医師の旅行命令簿は、予定表及び医師からの連絡により作

成しています。今回支給もれのあった 3件については、医師

から連絡があったものの旅行命令簿の作成を失念していたも

のです。

これまで旅行完結確認時に、医局秘書が整理している出勤

簿と、旅費担当者が旅費システムから出力した旅行命令一覧

表とを照合することで、旅行命令簿の作成もれがないかを

チェックしていましたが、一覧表を旅行命令番号順で出力し

ていたことにより確認しづらいものとなっていたことから、

旅行命令がされていなかったことに気付かず、旅費が支給さ

れていませんでした。

こうした誤った事務処理を繰り返すことのないよう、旅行

命令簿作成時には、月ごとのカレンダーに出張者の情報を記

入し、作成するたびに消し込みを行うなど可視化するように

しました。

また、旅行完結のチェック体制については、旅行命令一覧

表を出力する際、部署・職員別日付順に並びかえ後、旅費の

支給を伴わない命令簿の情報も加えるようにすることで、出

勤簿との照合を容易かつ確実に行えるようにしました。

あわせて、旅費担当者だけではなく、医局秘書と双方で旅

行命令がされているかなどの確認を行うことで、旅費の支給

もれが生じないようにしました。

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

令和 3年 5月18日

高知県知事　濵田　省司

1　入札に付する事項

( 1 )　特定役務の名称及び数量

高知県地方公会計システム再構築及び運用保守業務　一式

( 2 )　特定役務の特質等

入札説明書による。

( 3 )　契約期間

特定役務に係る契約の締結の日から令和 6年 3月31日まで

( 4 )　特定役務の履行期間

特定役務に係る契約の締結の日から令和 6年 3月31日まで

( 5 )　特定役務の履行場所

入札説明書による。

( 6 )　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に 1

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「令和 3～令和 5年度競争入札参加資

格者登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者で

あること。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和 3

年度から令和 5年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（令和 2 年10月高知県告示第810号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び告示

第 1の 2の( 9 )に該当しない者でしないこと。

( 5 )　( 1 )から( 4 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－0850

高知市丸ノ内一丁目 2番20号

高知県総務部財政課

電話番号088－823－9304

( 2 )　入札説明書の交付方法

ア　手渡しによる交付の場合

令和 3 年 5 月18日（火）から同年 6 月 3 日（木）まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の午前 9時から午後 5時ま

で（午後零時から午後 1時までの間を除く。）の間に( 1 )

の交付場所で交付する。

イ　ダウンロードによる交付の場合

令和 3年 5月18日午前 9時から同年 6月 3日午後 5時ま

で の 間 に 高 知 県 総 務 部 財 政 課 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110401/）で交

付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

令和 3年 6月29日（火）午前10時
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郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和 3年

6月28日（月）午後 5 時までに( 1 )の入札説明書の交付場

所に必着すること。

イ　場所

高知市本町五丁目 2番17号　高知本町ビル 2階　会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和 3

年 6月 3日午後 5時までに 3の( 1 )の入札説明書の交付場所

に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確

認を受けなければならない。また、開札の日までの間におい

て、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これ

に応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める申

請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センタ

ーに提出すること。ただし、令和 3年 5月18日午後 5時まで

に申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加

資格が与えられない。また、同日までに申請を行った場合で

も、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札

参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Name and quantity of goods, etc. or specified 

services to be procured: Kochi Prefecture local public 

accounting system's reconstruction, operation, and 

maintenance 1 set

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Thursday 3 June 

2021

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 10:00 A.M. on 

Tuesday 29 June 2021

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive by 5:00 P.M. on Monday 28 June 2021

( 5 )　Contact: Finance Division, Department of General 

Affairs, Kochi Prefectural Government, 1-2-20 

Marunouchi, Kochi City, Kochi 780-8570 Japan

Tel: 088-823-9304

( 6 )　Others: As in the tender documentation
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